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港

　

湾

　

荷

　

役

　

料

　

金

　

表

（総トン数１，０００トン未満の小型船荷役料金を除く）

１

　

適用範囲

　

この港湾荷役料金は、 当該貨物について、 接岸本船の船内荷役と沿岸荷役を

同一委託者から引受けた場合又は、 異なる委託者からであっても当該貨物に係

る接岸本船の船内荷役と沿岸荷役が同量となる引受の場合等船内荷役と沿岸荷

役の荷役手配が一貫して行える場合に適用します。

ロ

　

料金の種類及び適用方

　

１． 基本料金

（１トンにつき単位円）

　　　　　　　　　

．

　　　　　　　　

ｒ
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品

　　　　　　　　　　　

目

金

　　　　　　

額

接岸本船←÷→

上屋・野積場内
接岸本船←÷→

上屋◎野積場前

ユ

　

ニ

　

タ

イ

ズ

　

貨

物

等

コ

　

ン

　

テ

　

ナ
実

　　　　　　

入 ７６８ ６８２

空 ６５３ ５８０

パレタイ ズ貨物

ノミ

　

ン

　

ノぐ

　

ツ

　

ク

ノぐッ グ コ ン テ ナ

プ レ ス リ

　

ン グ

１，５１１ １，３７６

ノックダウン自動車

完成 車 （重量５トン未満かっ容積２０トン未満のもの）
１，１４６ １，０４５

完成車 （重量５トン以上又は容積２０トン以上のもの） １，６０８ １，４５６

包

　　

装

　　

品

袋

　　　　　

物 ２，００５ １，８２１

ベ

　

ー

　

ル

　

物 ２，０７８ １，８７５

カ ー ト ン

ケ

　

ー

　

ス

ク レ ー ト

雑貨類・機械類（１懲り５トン未満のもの） ２，２２１ ２，０３４

機 械類 （１個当り５トン以上のもの） １，６０８ １，４５６

青

　　

果

　　

類 １，６５７ １，４９５

冷凍品・冷蔵品 ３，０６４
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品

　　　　　　　　　　　

目

金

　　　　　　

額

接岸本船←÷→
上屋・野積場内

接岸本船←－→

－じ屋の里ヂ積場前

有

　　　

姿

　　　

貨

　　　

物

タ

　　　

イ

　　　

ヤ １，５０４
１，３８４

巻

　　

取

　　

紙 （内地産） １，２２５
１，０９０

木

　

材 岸壁揚のもの
原

　

木

米 国 材

南 洋 材
１，０９５ ９７９

北 洋 材 １，４９２ １，３７７

製

　　　　

材 １，１９５ Ｌ０７４

非 鉄 金 属 類（半製品ｏ銑鉄ｏ地金） １，７９６ １，６０７

鋼

　

材

一 般鋼 材 （口径１２ィンチ未満の鋼管含む） １，７１９ １，５６３

鋼

　　

管 （口径１２ィンチ以上のもの）

コ

　

イ

　

ル
１，４６１ １，３２８

石

　　　　　

材 １，７３８ １，６０６

撒

　　

貨

　　

物

小

　　　　　

麦

肥

　

料

　

原

　

料

鉱

　　

磯

　　

石 （粉）

１，２５１ １，１１０

鉱

　　

磯

　　

石 （塊）

特 殊 鉱 磯 石
１，６４４ １，４８９

砂

　　　　　

糖 １，５７５ １，４５４

（１） 作業範囲

　

基本料金が適用される作業範囲は、 次のとおりとします。

　　

ただし、 関連事業に係る行為は除きます。

　

① 「接岸本船内←÷→上屋ｏ野積場内」の場合

　　　

（揚荷）

　

接岸本船の本船内の貨物を岸壁上に取卸し、 上屋◎野積場

内へ移送、 餅付するまでの作業。

（積荷）

　

上屋・野積場内の貨物を岸壁上に移送し、 接岸本船内に積

込むまでの作業。

② 「接岸本船内←÷→上屋ｏ野積場前」の場合

　　

（揚荷）

　

接岸本船の本船内の貨物を岸壁上に取卸し、 上屋・野積場

－２－



前又は、 貨車・トラック等の車側へ移送する作業。

（積荷）

　

－１二屋 ｏ 野積場前又は、 貨車ｏトラック等の車側にある貨物

を岸壁上に移送し、 接岸本船内に積込むまでの作業。

（２｝

　

料金表に記載のない貨物等

　

基本料金表に記載のない貨物については、 基本料金表記載の貨物と、 荷

　

姿、 作業構成員数等が類似している場合は、 その料金を適用し、 類似した

　

貨物がない場合は、 委託者と協議の－七、 決定した料金を基本料金とします。

２． 割増料金

　　

割増料金は、 次のとおりとします。

　

ただし、 割増料金が重複する場合には、 基本料金にそれぞれの割増率を乗

じて各割増料金を算出し、 これらの金額を合算します。

種

　　

別 内

　　　　　　　　　　

容 割

　

増

　

率

半夜荷役

日 曜 日 ・
祝祭日荷役

１６時３０分から２１時３０分までの間における荷役

日曜日ｏ祝祭日における荷役

基本料金の６割増

基本料金の１０割増

３． 割引料金

　

割引料金は、 次のとおりとします。

　

ただし、 割引料金が重複する場合には、 基本料金にそれぞれの割引率を乗

じて各割引料金を算出し、 これらの金額を差し引きます。

（１） 大口数量割引

　　

委託者からの１荷役の引受において、 同一貨物の量が

　

①

　

１，０００トン以上３，０００トン未満の場合、 当該貨物の全量につ いて基本料

　　

金の５ ％

　

②

　

３，０００トン以上の場合、 当該貨物の全量について基本料金の７％

　

に相当する金額を、 当該貨物全量について当該貨物の基本料金を乗じて得

　

た金額からそれぞれ割引ます。

－３－



｛２） 長期大量割引

　

同一委託者からの引受において、 次のいずれの項目にも該当する場合は、

　

当該取扱貨物量にそれぞれの基本料金を乗じて得た合計額の５％に相当す

　

る額を、 当該引受に係る請求額から割引ます。

①

　

３ケ月以上の長期契約があること

②

　

１ヶ月間に２回以上の反復継続の引受があること

　

③

　

１ 回 当 たり の 荷役 量 が３，０００ト ンを超 える こと

　　　　　　　　　　

ミ

４． 待機料金

　

待機料金は、 次のとおりとします。

（１口１時間につき単位円）

　　　

１口の作業構成員数

　　　　　　　

による区分

昼 夜 区 分

１５人以下

（１２人）

１６人～２２人

（１９人）

２３人～２９人

（２６人）

３０人～３６人

（３３人）

３７人以上

（４０人）

昼

　　　　　　　

間

（篤瀞望め ３４，５１０ ５３，８００ ７３，０９０ ９２，４２０ １０８，９７０

半
鍍鵠８錆を）

夜
５３，６８０ ８３，６９０ １１３，６９０ １４３，７７０ １６９，５１０

本料金は、 荷役開始時刻 （昼間荷役にあっては８時３０分、 半夜荷役にあっ

ては１６時３０分） 以降における本船入港待、 本船積込貨物の到着待又は、 天候

或いは、 揚貨装置故障等による荷役待機が生じた場合であって、 昼間荷役に

あっては、 ８時３０分から１６時３０分までの間、 半夜荷役にあっては、１６時３０分

から２１時３０分までの間に発生した待機時間について、 それぞれの待機料金を

適用します。

　

ただし、 待機事由が港運事業者の責に帰さないものであるときに限ります。

－４－



５‐ 最低料金

　

最低料金は、 次のとおりとします。

（１ロにつき単位円）

　　　

ー□の作業構成員数

　　　　　　

による区分

昼 夜 区 分

１５人以下

（１２人）

１６人～２２人

（１９人）

２３人～２９人

（２６人）

３０人～３６人

（３３人）

３７人以上

（４０人）

昼

　　　　　　　

間

（晶翻錆の ２７３，７８０ ４２６，８１０ ５７９，８４０ ７３３，２００ ８６４，４９０

半

　　　　　　　

夜

Ｇｆ陸３８錆を） ２７３，７８０ ４２６，８１０ ５７９，８４０ ７３３，２００ ８６４，４９０

　　　　　　

本料金は、 次の各号に該当する場合に適用します。

　　　　　　

ただし、 これらの場合が港運事業者の責に帰さないものであるときに限り

　　　　　

ま す。

　　　　　

（１｝ 荷役手配の取消の場合

　　　　　　

①

　

昼間荷役の手配申し受け最終時刻 （前日の１５時） 以降２時間を経過し

　　　　　　　

てからの取消については、 昼間荷役の最低料金を適用します。

　　　　　　

②

　

半夜荷役の手配申し受け最終時刻 （当日の１５時） 以降の取消について

　　　　　　　

は、 半夜荷役の最低料金を適用 します。

　　　　　

（２） 半端荷役等の場合

　　　　　　　

荷役開始後における作業中止又は、 少量作業或いは待機が伴ったこと等

　　　　　　

により、 昼間荷役及び半夜荷役の区分毎に当該作業に係る請求金額がそれ

　　　　　　

ぞれの最低料金額に満たない場合は、 該当の最低料金を適用します。　　　　
・′．

　　

・▼

６． 分担金等

区

　　　　　

分 金

　　　　　　　　

額

｛１｝ 港湾福利分担金

の 労 働 安 定 基 金

各貨物 （一律） １トンにつき

　

８円

各貨物 （一律） １トンにつき

　

７円

７． 消費税の加算

（１｝

　

料金の総額に６‐％を乗じて計算します。

　　

ただし、 免税となる取引には適用 しません。

－５－



（２｝

　

上記により計算された金額に１円未満の端数が生じたときは１円単位に

　

四捨五入します。

８． 料金の計算方

　

料金の計算方は、 次によります。

　

計算トン数は、 重量、 容積いずれか大なる方と し、 重量は１，０００キロ グラ

ム、 容積は１．１３３立方米をもって１トンとみなします。

　

なお、 慣例により重量に一定の係数を乗じて得た数値をもって計算トン数

としている場合には、 その例によります。

　

ただし、 コ ンテナ は実入ｏ空とも２０フィート型は１個当たり３２トン、４０フィー

　

ト型は１個当たり４８トンをもってそれぞれ計算トン数とします。

　

また、２０フィート型未満のコンテナは、２０フィート型を基準とする換算 ト

　

ン数をもって計算トン数とし、３５フィート型及び４５フィート型等は４０フィー

　

ト型と同じとします。

９． その他

（１） 本料金を適用する荷役において、「上屋出しコンテナ詰又は、 コンテナ

　

出し上屋入れ作業」、「看貫作業」、「仕訳作業」、「はい替作業」 及び「上屋

　

保管」 が伴う場合のこれら諸作業に係る料金は、 当港において適用される

　

港湾荷役料金 （沿岸荷役料金） のそれぞれの料金を準用します。

（２） 特殊貨物 （特大品、 変質ｏ発熱・塵挨ｏ悪臭ｏ汚損の甚だしい貨物、 海

　

難貨物等）、 雨天・雪天時荷役及び特殊荷役（海難船・特殊船の荷役、 荒

　

天時荷役、 荷印その他仕訳を伴う荷役、 見本採取等を伴う荷役、沿岸荷役

　

における長距離移送等） の場合は、 基本料金のほかに、 委託者と協議の上

　

決定した金額を申し受けます。

（３） 委託者の要求により、 特別の荷役機械、 資材等を使用した場合及びフォ

　

アマンを増員した場合には、 委託者と協議の上、 別途実費を申し受けま

　

す。

（４） 本料金表に記載のない事項については、 法令に反しない範囲内において

　

当事者間の取極め又は、 慣習によります。
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港湾荷役料金表（船内荷役料金）
（総トン数１，０００トン未満の小型船荷役料金を除く）

１

　

適用範囲

　

この港湾荷役料金 （船内荷役料金） は、 船内荷役のみを行う場合に適用しま

す。
文

ロ

　

料金の種類及び適用方

　

１． 基本料金

（１トンにつき単位円）

、嘘ム

　

Ｌ、，

　　

▲

　

・・、^≠‐１１

　　

，．

　　

・

　　　

．‐

　

●

　

．・

　

，′・．

　　　　

・

　　　　　　

′

　　

／・“４・１ぐ・７・

　

１ふ
ん

　　　

．′

　

・

　　　

′

　

’

　

－｝；ご・、１．一▲、｝ｔ
ＹＴ

　

、′ｒ′‘

，：
～‘」；．

　

‐；
、！

　

．ノ

　

ーし
▼′

　　

」・二

　　　　　

．

　　

‐
‐′；‘

　　

′・～
；
↓ミ
メノー－

　

．‐

品

　　　　　　　　　　　　　　

目 金

　　　

額

ユ

　

ニ

　

タ

イ

ズ

　

貨

物

等

コ

　

ン

　

テ

　

ナ

実

　　　　　

入 ３５７

空 ３０４

パレタイ ズ貨物

バ

　

ン

　

ノぐ

　

ツ

　

ク

ノぐッ グ コ ン テ ナ

プ レ ス リ

　

ン グ

８７８

ノックダウン自動車

完

　　

成

　　

車 （重量５トン未満かっ容積２０トン未満のもの）
６７６

完

　　

成

　　

車 （重量５トン以上又は容積２０トン以上のもの） ８９２

包

　　

装

　　

品

袋

　　　　　

物 １，１４７

ベ

　

ー

　

ル

　

物 １，１２１

カ ー ト ン

ケ

　

ー

　

ス

ク レ ー ト

雑 貨 類ｏ 機械 類 （１個当り５トン未満のもの） １，３５４

機

　　

械

　　

類 （１個当り５トン以上のもの） ８９２

青

　　

果

　　

類 ８９５

冷凍品・冷蔵品 ２，１７９



品

　　　　　　　　　　　　　　

目 金

　　　

額

有

　　　

姿

　　　

貨

　　　

物

タ

　　　

イ

　　　

ヤ ９５１

巻

　　

取

　　

紙 （内地産） ５７８

木

　

材

水落しのもの 原

　　　　　　　　　

木 ３９０

岸壁揚のもの
原

　

木

米

　　

国

　　

材

南

　　

洋

　　

材
５３９

北

　　

洋

　　

材 ９５９

製

　　　　　　　　　

材 ６２１

非 鉄 金 属 類（半製品・銑鉄ｏ地金） ８９４

鋼

　

材

一

　

般

　

鋼

　

材 （口径１２ィンチ未満の鋼管含む） ９８７

鋼

　　　　　

管 （口径１２ィンチ以上のもの）

コ

　　　

イ

　　　

ル

８３９

石

　　　　　

材 １，１３８

撒

　　

貨

　　

物

小

　　　　　

麦

肥

　

料

　

原

　

料．

鉱

　　

磯

　　

石 （粉）

５７４

鉱

　　

磯

　　

石 （塊）

特 殊 鉱 磯 石
９１２

砂

　　　　　

糖 １，０１９

（１） 作業範囲

　

基本料金が適用される作業範囲は、 次のとおりとします。

　　

ただし、 関連事業に係る行為は除きます。

①

　

揚荷の場合は、 本船内の貨物をはしけ内又は岸壁上に取卸し、 フック

　　

をはずすまでの作業。

　

②

　

積荷の場合は、 はしけ内又は岸壁上の貨物にフックをかけ、 本船に積

　

込むまでの作業。

（２） 料金表に記載のない貨物等

　

基本料金表に記載のない貨物については、 基本料金表記載の貨物と、 荷



『
姿、 作業構成員数等が類似している場合は、 その料金を適用し、 類似した

貨物がない場合は、 委託者と協議の上、 決定した料金を基本料金とします。

２． 割増料金

割増料金は、 次のとおりとします。

ただし、 割増料金が重複する場合には、 基本料金にそれぞれの割増率を乗

じて各割増料金を算出し、 これらの金額を合算します。

種

　　

別 内

　　　　　　　　　　

容 割

　

増

　

率

半夜荷役

日 曜 日

　

ｏ

祝祭日荷役

１６時３０分から２１時３０分までの間における荷役

日曜日ｏ祝祭日における荷役

基本料金の６割増

基本料金の１０割増

３． 割引料金

　

割引料金は、 次のとおりとします。

　

ただし、 割引料金が重複する場合には、 基本料金にそれぞれの割引率を乗

　

じて各割引料金を算出し、 これらの金額を差し引きます。

（１） 大口数量割引

　　

委託者からの１荷役の引受において、 同一貨物の量が

　

①

　

１，０００トン以上３，０００トン未満の場合、 当該貨物の全量につ いて基本料

　　

金の５％

　

②

　

３，０００トン以上の場合、 当該貨物の全量について基本料金の７％

　

に相当する金額を、 当該貨物全量について当該貨物の基本料金を乗じて得

　

た金額からそれぞれ割引ます。

｛２） 長期大量割引

　　

同一委託者からの引受において、 次のいずれの項目にも該当する場合は、

　

当該取扱貨物量にそれぞれの基本料金を乗じて得た合計額の５％に相当す

　

る額を、 当該引受に係る請求額から割引ます。

　

①

　

３ヶ月以上の長期契約があること

　

②

　

１ヶ月間に２回以上の反復継続の引受があること



③

　

１回当たりの荷役量が３，０００トンを超えること

４． 待機料金

　

待機料金は、 次のとおりとします。

（１口１時間につき単位円）

　　　

１口の作業構成員数

　　　　　　　

による区分

昼 夜 区 分

９人以下

（７．５人）

１０人～１３人

（１１．５人）

１４人～１７人

（１５．５人）

ユ８人～２１人

（１９．５人）

２２人以上

（２２．５人）

昼

　　　　　　　

間

（品瞳ｇ８多望を） ２０，７４０ ３１，７９０ ４２，８３０ ５３，８９０ ６２，１９０

半
Ｇ亨鵠８錆を）

夜
３２，２６０ ４９，４５０ ６６，６２０ ８３，８３０ ９６，７４０

本料金は、 荷役開始時刻 （昼間荷役にあっては８時３０分、 半夜荷役にあっ

ては１６時３０分） 以降における本船入港待、 本船積込貨物の到着待又は、 天候

或いは、 揚貨装置故障等による荷役待機が生じた場合であって、 昼間荷役に

あっては、 ８時３０分から１６時３０分までの間、 半夜荷役にあっては、１６時３０分

から２１時３０分までの間に発生した待機時間について、 それぞれの待機料金を

適用します。

　

ただし、 待機事由が港運事業者の責に帰さないものであるときに限ります。

５． 最低料金

　

最低料金は、 次のとおりとします。

（１口につき単位円）

　　　

１口の作業構成員数

　　　　　　　

による区分

昼 夜 区 分

９人以下

（７‐５人）

１０人～１３人

（１１．５人）

１４人～１７人

（１５‐５人）

１８人～２１人

（１９．５人）

２２人以上

（２２．５人）

昼

　　　　　　　

間

（謡ｇ８錆◎ １６４，５４０ ２５２，２００ ３３９，７８０ ４２７，５３０ ４９３，３７０

半
鍍睡ｇ８錆を）

夜
１６４，５４０ ２５２，２００ ３３９，７８０ ４２７，５３０ ４９３，３７０

本料金は、 次の各号に該当する場合に適用します。

ただし、 これらの場合が港連事業者の責に帰さないものであるときに限り

ます。

－１０－



（１｝ 荷役手配の取消の場合

①

　

昼間荷役の手配申し受け最終時刻（前日の１５時）以降２時間を経過し

　

てからの取消については、 昼間荷役の最低料金を適用します。

②

　

半夜荷役の手配申し受け最終時刻 （当日の１５時） 以降の取消について

　　

は、 半夜荷役の最低料金を適用します。

（２｝ 半端荷役等の場合

　

荷役開始後における作業中止又は、 少量作業或いは待機が伴ったこと等

　

により、 昼間荷役及び半夜荷役の区分毎に当該作業に係る請求金額がそれ

　

ぞれの最低料金額に満たない場合は、 該当の最低料金を適用します。

　　　　

６． 分 担金等

区

　　　　　

分 金

　　　　　　　　　

額

（１｝ 港湾福利分担金

の 労 働 安 定 基 金

各貨物 （一律） １トンにつき

　

４円

各貨物 （一律） １トンにつき

　

３円５０銭

７． 消費税の加算

｛１｝

　

料金の総額にＳ％を乗じて計算します。

　　

ただし、 免税となる取引には適用 しません。

（２｝

　

上記により計算された金額に１円未満の端数が生じたときは１円単位に

　

四捨五入します。

８． 料金の計算方

　

料金の計算方は、 次によります。

　

計算トン数は、 重量、 容積いずれか大なる方と し、 重量は１，０００キロ グラ

ム、 容積は１．１３３立方米をもって１トンとみなします。

　

なお、 慣例により重量に一定の係数を乗じて得た数値をもって計算トン数

としている場合には、 その例によります。

　

ただし、 コ ンテナ は実入ｏ空とも２０フィー ト型は１個当たり３２トン、４０フィ ー

　

ト型は１個当たり４８トンをもってそれぞれ計算トン数とします。

　

また、２０フィート型未満のコンテナは、２０フィート型を基準とする換算ト

ー１１－



．
　

．，，
　

，一柵“”．…－’；
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

“

ン数をもって計算トン数とし、３５フィート型及び４５フィート型等は４０フィー

ト型と同じとします。

９． その他

（１） 特殊貨物 （特大品、 変質。発熱ｏ塵挨ｏ悪臭ｏ汚損の甚だしい貨物、“＃

　

難貨物等）、 雨天・雪天時荷役及び特殊荷役 （海難船◎特殊船の荷役、 沈

　

木作業、 防波堤外荷役、 荒天時荷役、 荷印その他仕訳を伴う荷役等） の

　

場合は、 基本料金のほかに、 委託者と協議の上決定した金額を申し受けま

　

す。

（２｝

　

委託者の要求により、 特別の荷役機械、 資材等を使用した場合及びフォ

　　

アマンを増員した場合には、 委託者と協議の上、 別途実費を申し受けま

　

す。

　

（３） 本料金表に記載のない事項については、 法令に反しない範囲内において

　　

当事者間の取極め又は、 慣習によります。

－１２－
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港湾荷役料金表（沿岸荷役料金）
（総トン数１，０００トン未満の小型船荷役料金を除く）

１

　

適用範囲

　

この港湾荷役料金 （沿岸荷役料金） は、 沿岸荷役のみを行う場合に適用しま

す。
ノ

ロ

　

料金の種類及び適用方

　

１． 基本料金

　　

接岸本船船側 ｏ はしけ内←÷→上屋・野積場内又は、 上屋・野積場前

（１トンにつき単位円）

品

　　　　　　　　　　　

目

金

　　　　　　

額

接岸本船船側・
はしけ内←÷→
上屋・野積場内

接岸本船船側・
はいナ内←÷→
上屋ｏ野積場前

ユ

　

ニ

　

タ

イ

ズ

　

貨

物

等

コ

　

ン

　

テ

　

ナ
実

　　　　　

入 ４５１ ３６１

空 ３８３ ３０６

パレタイ ズ貨物

ノ｛

　

ン

　

ノぐ

　

ツ

　

ク

ノぐッ グ コ ン テ ナ

プ レ ス リ

　

ン グ

７１２ ５７０

ノック ダウン自動車

完成 車 （重量５トン未満かっ容積２０トン未満のもの）
５３０ ４２４

完成 車 （重量５トン以上又は容積２０トン以上のもの） ８０１ ６４１

包

　　

装

　　

品

袋

　　　　　

物 ９６３ ７７０

ベ

　

ー

　

ル

　

物 １，０６６ ８５３

力 一 ト ン

ケ

　

ー

　

ス

ク レ ー ト

雑貨類ｏ機械類（１触り５トン未満のもの） ９８４ ７８７

機 械 類 （１個当り５トン以上のもの） ８０１ ６４１

青

　　

果

　　

類 ８４９ ６７９

冷凍品・冷蔵品 １，０４６

－１３－



品

　　　　　　　　　　　

目

金

　　　　　　

額

接岸本船船側・
はしけ内←÷一

トー扉・野積場内

接岸本船船側ｏ
はしけ内４÷÷→
１二屋９野積場前

有

　　　

姿

　　　

貨

　　　

物

タ

　　　

イ

　　　

ヤ ６３２ ５０６

巻

　　

取

　　

紙 （内地産） ７１１ ５６９

木

　

材 岸壁揚のもの
原

　

木

米 国 材

南 洋 材
６１４ ４９１

４９０北 洋 材 ６１２

製

　　　　

材 ６３７ ５１０

非 鉄 金 属 類（半製品ｏ銑鉄ｏ地金） ９９７ ７９８

鋼

　

材

一 般 鋼材 （口径１２ィンチ未満の鋼管含む） ８２２ ６５８

鋼

　　

管 （口径１２ィンチ以上のもの）

コ

　

イ

　

ル

６９９ ５５９

石

　　　　　

材 ６９１ ５５３

撒

　　

貨

　　

物

小

　　　　　

麦

肥

　

料

　

原

　

料

鉱

　　

磯

　　

石 （粉）

７４３ ５９４

鉱

　　

磯

　　

石 （塊）

　　　　　　　　　　　　　　

８１９

特 殊 鉱 磯 石
６５５

砂

　　　　　

糖

　　　　　　　　　　　　　

ト

　　　　

６３９ ５１１

（１｝

　

作業範囲

　

基本料金が適用される作業範囲は、 次のとおりとします。

　　

ただし、 関連事業に係る行為は除きます。

　

① 「接岸本船船側。はしけ内←÷→上屋・野積場内」 の場合

　　

”） 接岸本船船側←÷→上屋ｏ野積場内の場合

　　　　

（揚荷） 本船船側にある貨物を、 上屋８野積場内へ移送、 排付ける

までの作業。

　　

（積荷） 上屋。野積場内の貨物を搬出し、 本船船側へ移送する作≦集

（ロ） はしけ内←÷→上屋＠野積場内の場合

　　

（揚荷） はしけ内の貨物を陸揚し、 上屋ｏ野積場内へ移送、 餅付け

‐１４－



るまでの作業。

（積荷） 上屋・野積場内の貨物を搬出し、 はしけ内へ移送し積付け

るまでの作業。

② 「接岸本船船側・はしけ内←÷→上屋・野積場前」 の場合

　

”） 接岸本船船側←÷→上屋・野積場前の場合

　　　

（揚荷） 本船船側にある貨物を、上屋◎野積場前又は、貨車◎トラ ッ

ク等の車側へ移送する作業。

（積荷） 上屋ｏ野積場前又は、 貨車・トラック等の車側にある貨物

を、 本船船側へ移送する作業。

に） はしけ内←÷→上屋ｏ◆野積場前の場合

　　

（揚荷） はしけ内の貨物を陸揚し、 上屋・野積場前又は、 貨車◎ト

ラック等の車側へ移送する作業。

（積荷） 上屋・野積場前又は、 貨車・トラック等の車側にある貨物

を、 はしけ内へ移送し積付けるまでの作業。

（２） 料金表に記載のない貨物等

　

基本料金表に記載のない貨物については、 基本料金表記載の貨物と、 荷

　

姿、 作業構成員数等が類似している場合は、 その料金を適用し、 類似した

　

貨物がない場合は、 委託者と協議の上、 決定した料金を基本料金とします。

２． 割増料金

　

割増料金は、 次のとおりとします。

　

ただし、 割増料金が重複する場合には、 基本料金にそれぞれの割増率を乗

じて各割増料金を算出し、 これらの金額を合算します。

種

　

別 内

　　　　　　　　　　

容 割

　

増

　

率

・半夜 荷 役

日 曜 日

　

ｏ

祝祭日荷役

１６時３０分から２１時３０分までの間における荷役

日曜日◎祝祭日における荷役

基本料金の６割増

基本料金の１０割増

－１５－



３． 割引料金

　

割引料金は、 次のとおりとします。

　

ただし、 割引料金が重複する場合には、 基本料金にそれぞれの割引率を乗

　

じて各割引料金を算出し、 これらの金額を差し引きます。

｛１｝ 大口数量割引

　

委託者からの１荷役の引受において、 同一貨物の量が

　

①

　

１，０００トン以上３，０００トン未満の場合、 当該貨物の全量につ いて基本料

　　

金の ５％

　

②

　

３，０００トン以上の場合、 当該貨物の全量について基本料金の７％

　

に相当する金額を、 当該貨物全量について当該貨物の基本料金を乗じて得

た金額からそれぞれ割引ます。

（２） 長期大量割引

　　

同一委託者からの引受においで、 次のいずれの項目にも該当する場合は、

　

当該取扱貨物量にそれぞれの基本料金を乗じて得た合計額の５％に相当す

　

る額を、 当該引受に係る請求額から割引ます。

①

　

３ヶ月以上の長期契約があること

②

　

１ヶ月間に２回以上の反復継続の引受があること

③

　

１回当たりの荷役量が３，０００トンを超えること

４． 待機料金

　

待機料金は、 次のとおりとします。

（１口１時間につき単位円）

　

１口の作業構成員数

　　　　

による区分

昼夜区分

４人～６人

（５人）

７人～９人

（８人）

１０人～１２人

（１１人）

１３人～１５人

（１４人）

１６人～１８人

（１７人）

１９人～２１人

（２０人）

昼

　　　　

間

（呈露認容宝を） １３，７７０ ２２，０１０ ３０，２６０ ３８，５３０ ４６，７８０ ５５，０５０

半

　　　　

夜

Ｇｆ瞳３８錆を） ２１，４２０ ３４，２４０ ４７，０７０ ５９，９４０ ７２，７７０ ８５，６３０

本料金は、 荷役開始時刻 （昼間荷役にあっては８時３０分、 半夜荷役にあっ

ては１６時３０分） 以降における本船入港待、 本船積込貨物の到着待又は、 天候

或いは、 揚貨装置故障等による荷役待機が生じた場合であって、 昼間荷役に
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あっては、 ８時３０分から１６時３０分までの間、 率夜荷役にあっては、１６１１寺３０分

から２１時３０分までの間に発生した待機時間について、 それぞれの待機料金を

適用します。

　

ただし、 待機事由が港運事業者の責に帰さないものであるときに限ります。

５． 最低料金

　

最低料金は、 次のとおりとします。

（１１」につき単位円）

＼ でき闘著
昼夜区分

４人～６人

（５人）

７人～９人

（８人）

１０人～１２人

（１１人）

１３人～１５人

（１４人）

１６人～１８人

（１７人）

１９人～２１人

（２０人）

昼

　　　　

間

（篤３８錆を） １０９，２４０ １７４，６１０ ２４０，０６０ ３０５，６７０ ３７１，１２０ ４３６，７３０

半

　　　　

夜

Ｇｆ艶ｇ８弁望め １０９，２４０ １７４，６１０ ２４０，０６０ ３０５，６７０ ３７１，１２０ ４３６，７３０

　

本料金は、 次の各号に該当する場合に適用します。

　

ただし、 これらの場合が港運事業者の責に帰さないものであるときに限り

ます。

（１） 荷役手配の取消の場合

　

①

　

昼間荷役の手配申し受け最終時刻 （前日の１５時） 以降２時間を経過し

　

てからの取消については、 昼間荷役の最低料金を適用します。

　

②

　

半夜荷役の手配申し受け最終時刻 （当日の１５時） 以降の取消について

　　

は、 半夜荷役の最低料金を適用します。

（２｝ 半端荷役等の場合

　

荷役開始後における作業中止又は、 少量作業或いは待機が伴ったこと等

　

により、 昼間荷役及び半夜荷役の区分毎に当該作業に係る請求金額がそれ

　

ぞれの最低料金額に満たない場合は、 該当の最低料金を適用します。

６． 上屋出しコンテナ詰又は、 コンテナ出し上屋入れ作業料金

　

本料金は、 次の作業を行った場合に適用します。

（１） 上屋内 （コンテナフ レートステーソョンを含む） の貨物をその上屋内又

　

は、 戸前でコンテナに詰めるまでの作業。
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（２｝

　

コ ンテナ 内 の 貨物 を 取り 出 し、 上屋内 （コ ンテナ フ レー トステー ショ ン

　

を含む） に併付けるまでの作業。

（１トンにつき単位円）

袋物・ベール物及びこれらに類似した作業能率のもの １，５８７

１，４８９
雑貨類・機械類（１個当り５トン未満のもの） 及びこれらに類似

した作業能率のもの

ユニタイ ズ貨物、 ノック ダウン自動車及び完成車、 機械類 （１個

当り５トン以上のもの） 及びこれらに類似した作業能率のもの
１，３９７

７． 看貫作業料金

　

本料金は、 貨物の看貫作業を行った場合に適用し、 当該貨物の上屋内基本

料金の３割とします。

　

ただし、 計量器使用及び検量立会人の費用については、 本料金とは別に実

費を申し受けます。

８。 仕訳作業料金

　

本料金は、 貨物の仕訳作業を行った場合に適用し、 当該貨物の上屋内基本

料金の３割とします。

９． はい替作業料金

　

本料金は、 貨物のはい替作業を行った場合に適用し、 当該貨物の上屋内基

本料金の８割とします。

１０． 上屋保管料金

｛１｝

　

本料金は、 船舶又は、 はしけ積卸貨物を上屋その他の荷捌場において、

　

一時保管する場合に適用します。

（２｝

　

本料金表に記載のない貨物については類似した保管内容 （坪当りの収容

　　

トン数） の料金を適用 します。

（３｝

　

本料金の計算は、 貨物搬入の日から貨物搬出の日までとします。
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（１日１トンにつき単位円）

貨物分穎
＼＼－＼＼

区

　　

分 私設ｉ二屋の場合 公共上屋の場合

コ

　

ン

　

テ

　

ナ （野 積 場） ９ ６

繊

　　

維

　　

原

　　

料

　　

類 ３８ ３０

青

　　　　　　　　　　

果 ３８ ３０

窯

　　　　

製

　　　　

品 ４７ ３８

　　　　

審

そ

　

の

　

他

　

の

　

貨

　

物 ６８ ５５

（注） １． 公共上屋の場合の上屋使用料は、 条例に基づく金額を別途申し

　　　

受 けま す。

　　

２． コ ンテナ につ い て は、 野積 場 置 き の 料 金と します。

　　

３． 定温保管を要する貨物については、 本料金の８割増、 また、 く

　　　

ん蒸を要する貨物については、 本料金の２割増とします。

１１． 分担金等

区

　　　　　　

分 金

　　　　　　　　　

額

（１） 港湾福利分担金

の 労 働 安 定 基

　

金

各貨物 （一律） １トンにつき

　

４円

各貨物 （一律） １トンにつき

　

３円５０銭

１２． 消費税の加算

（１｝

　

料金の総額にＳ％を乗じて計算します。

　　

ただし、 免税となる取引には適用 しません。

（２） 上記により計算された金額に１円未満の端数が生じたときは１円単位に

　

四捨五入します。

１３． 料金の計算方

　

料金の計算方は、 次によります。

　

計算トン数は、 重量、 容積いずれか大なる方と し、 重量は１，０００キロ グラ

　

ム、 容積は１．１３３立方米をもって１トンとみなします。

　

なお、 慣例により重量に一定の係数を乗じて得た数値をもって計算トン数

－１９－



としている場合には、 その例によります。

ただ し、 コ ンテナは実入ｏ空とも２０フィート型は１個当たり３２トン、４０フィー

ト型は１個当たり４８トンをもってそれぞれ計算トン数とします。

また、２０フィート型未満のコンテナは、２０フィート型を基準とする換算ト

ン数 を もっ て 計 算 ト ン数 と し、 ３５フィ ー ト型及 び４５フィ ー ト型 等 は４０フ ィ ー

ト型と同じとします。

１４． その他

（１） 特殊貨物 （特大品、 変質、 発熱、 塵挨、 悪臭、 汚損の甚だしい貨物、 海

　

難貨物等）、 雨天ｏ雪天時荷役及び特殊荷役 （長距離移送、 荒天時荷役、

　

見本採取等を伴う荷役等） の場合は、 基本料金のほかに、 委託者と協議の

　

上決定した金額を申し受けます。

（２｝

　

委託者の要求により、 特別の荷役機械、 資材等を使用した場合には、 委

　

託者と協議の上、 別途実費を申し受けます。
（３｝

　

本料金表に記載のない事項については、 法令に反しない範囲内において

　

当事者間の取極め又は、 慣習によります。

－２０－



港

　

湾

　

荷

　

役

　

料

　

金

　

表

　

（総トン数１，０００トン未満の小型船荷役料金）

平成７年９月８日

　

海

　

交

　

港

　

第 ７３ 号

平成７年９月８日

　

中 国 運 認

　

第４４５号

平成７年９月１６日

　

実

　　　

施



港湾荷役料金表 総トン数１，０００トン未満の小型船荷役料金）

１

　

適用範囲

　

この港湾荷役料金 （総トン数１，０００トン未満の小型船荷役料金） は、

の

　

総トン数１，０００トン未満５００－ ン以１－－の小型船の本船内←÷→１二屋 ◎ 野積場

　

内又は、 戸前迄の荷役

｛２） 総トン数５００トン未満の小型船の本船内←－÷→上屋・野積場内又は、 ＰＨ－ｉ

　

迄の荷役に適用 します。 ただし、｛１｝及び｛２目こ該当する小型船荷役で船内

　

荷役のみ又は、 沿岸荷役のみの場合は、 当港において適用される港湾荷役料

　

金 （船内荷役料金） 又は、 港湾荷役料金 （沿岸荷役料金） を適用しま

　

す。

ロ

　

料金の種類及び適用方

　

１． 基本料金

一２１ －



（１｝

　

総 ト ン数１，０００ト ン未 満５００ト ン以１－－の 小 型船内←－ →‐１二屋◎野積場内又

　

は、 」二屋・野積場前

（１トンにつき単位円）

品

　　　　　　　　　　　

目

　

金

　　　　　　

額

本船内 ←÷一

　

本船内 ←
た屋・野積場内

　

ー二屋９野積場前

　　　

５８６

　　　　　　　

５１１

　　　

４９８ ４３イ

　　

１，３７６

　　　　　　

１，２６７

本船内←÷→
た屋・野積場内

本船内‘
ー二屋り野

ユ

　

ニ

　

タ

イ

ズ

貨

物

等

コ

　

ン テ ナ
実

　　　　　

人

　　　　　

－

　　

－

　

空

５８６

４９８

パレタイズ貨物

　　　　　　　　

１
バ ン パ ッ ク

　　　　　　　　　

雪

ノぐツ グ コ ン テ ナ

プ レ ス リ ン グ

　　　　　　　　　　

ｌ

１，３７６

ノック ダウン自動車

完成 車 （重量５トン未満かっ容積２０トン未満のもの）
１，０４５ ９６４

１，３３５完 成 車 （重量５トン以上又は容積２０トン以上のもの） １，４５６

包

　

装

　

品

袋

　　　　　

物 １，８２１ １，６７５

１，７１３ベ

　

ー

　

ル

　

物 １，８７５

カ ー ト ン

ケ

　

ー

　

ス

ク レ ー ト

雑貨類・機械類（１個当り５トン末満のもの） ２，０３４ １，８８５

機 械類 （１個当り５トン以上のもの） １，４５６
１，３３５

青

　　

果

　　

類 １，４９５ １，３６６

冷凍品・冷蔵品 ２，８６５

有

　　

姿

　　

貨

　　

物

タ

　　　

イ

　　　

ヤ １，３８４ １，２８８

巻

　　

取

　　

紙 （内地産） ９２４ ８２０

木

　

材 岸壁揚のもの
原

　

木

米

　

国 材

南 洋 材
９７９ ８８５

北 洋 材 １，３７７ １，２８３

製

　　　　

材 １，０７４ ９７８

非鉄金属類（半製品・銑鉄ｏ地金） １，６０７ １，４５５

鋼

　　

材

一 般鋼材 （口径１２ィンチ未満の鋼管含む） １，３２８ １，２５０

鋼

　　

管 （口径１２ィンチ以‐とのもの）

コ

　

イ

　

ル
１，１３０ １，０６３

石

　　　　　

材 １，６０６ １，５０１

撒

　

貨

　

物

小

　　　　　

麦

肥

　

料

　

原

　

料
鉱

　　

磯

　　

石 （粉）

１，１１０ ９９７

鉱

　　

磯

　　

石 （塊）

特 殊 鉱 磯 石
１，４８９ １，３６４

砂

　　　　　

糖 １，４５４ １，３５７
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（２） 総トン数５００トン未満の小型船内←－→－１‐二屋・野積場内又は、 １；屋 ｏリ午

積場前

（１トンにつき単位円）

品

　　　　　　　　　　　

１ゴ

　

金

　　　　　　

額

本船内 ←－→

　

本船内 く

　　

’
上屋ｏ野積場内

　

上屋◎野積場前
本船内 ←÷－→
上屋ｏ野積場内

ユ

　

ニ

　

タ
イ
ズ
貨
物

等

コ ン テ ナ
突

　　　　　　

入 ５８６ ４６９

３９８

　

＊

７４１

空 ４９８

パレタイ ズ貨物
ノ

　

ン

　

ノぐ

　

ツ

　

ク

ノぐッ グ コ ン テ ナ

プ レ ス リ

　

ン

　

グ

９２６

ノック ダウン自動車

完成車 （重量５トン未満かっ容積２０トン未満のもの）
６８９ ５５１

完成車 （重量５トン以上又は容積２０トン以上のもの） １，０４１ ８３３

包

　

装

　

品

袋

　　　　　

物 １，２５２ １，００１

ベ

　

ー

　

ル

　

物 １，３８６ １，１０９

力 一 ト ン

ケ

　

ー

　

ス

ク レ ー ト

雑貨類・機械類（１個当り５トン未満のもの） １，２７９ １，０２３

機 械 類 （１個当り５トン以上のもの） １，０４１ ８３３
青

　　

果

　　

類 １，１０４ ８８３

冷凍品・冷蔵品 １，３６０

有

　　

姿

　　

貨

　　

物

タ

　　　

イ

　　　

ヤ ８２２ ６５８

巻

　　

取

　　

紙 （内地産） ９２４ ７４０

木

　

材 岸壁揚のもの
原

　

木

米 国 材
南 洋 材

７９８ ６３８

北 洋 材 ７９６ ６３７

製

　　　　

材 ８２８ ６６３
非鉄金属類（半製品・銑鉄・地金） １，２９６ １，０３７

鋼

　　

材

一 般鋼 材 （口径１２ィンチ未満の鋼管含む） １，０６９ ８５５

鋼

　　

管 （口径１２ィンチ以上のもの）

コ

　

イ

　

ル
９０９ ７２７

石

　　　　　

材 ８９８ ７１９

撒

　

貨

　

物

小

　　　　　

麦

肥

　

料

　

原

　

料
鉱

　　

磯

　　

石 （粉）
９６６ ７７２

鉱

　　

磯

　　

石 （塊）

特 殊 鉱 磯 石
１，０６５ ８５２

砂

　　　　　

糖 ８３１ ６６４
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｛３） 作業範匪ｌ

　

基本料金が適用される作業範囲は、 次のとおりとします。

　

ただし、 関連事業に係る行為は除きます。

　

① 「本線内← －→１二屋 ｏ 野積場内」の場合

　　　

（揚荷） 本船内の貨物を岸壁１－－に取卸し、 ”〆・野積場内へ移送ｏｆｉｒ

付するまでの作業。

（積荷） 』；屋＠野積場内の貨物を岸壁１二に移送し、 本船内に精込むま

での作業。

② 「本船内←÷→１；屋ｏ野積場前」の場合

　　

（揚荷） 本船内の貨物を岸壁上に取卸し、ｉ；屋・野積場前又は、貨車・

トラック等の車側へ移送する作業。

（積荷） 上屋・野積場前又は、 貨車・トラック等の車側にある貨物を

岸壁上に移送し、 本船内に積込むまでの作業。

｛４｝

　

料金表に記載のない貨物等

　

基本料金表に記載のない貨物については、 基本料金表記載の貨物と、ず可

姿、 作業構成員数等が類似している場合は、 その料金を適用し、 類似した

　

貨物がない場合は、 委託者協議の上、 決定した料金を基本料金とします。

２． 割増料金

　

割増料金は、 次のとおりとします。

　

ただし、 割増料金が重複する場合には、 基本料金にそれぞれの割増率を乗

じて各割増料金を算出し、 これらの金額を合算します。

種

　　

別 内

　　　　　　　　　　

容 割

　

増

　

率

半夜荷役

日 曜 日 ・
祝祭日荷役

１６時３０分から２１時３０分までの間における荷役

日曜日ｏ祝祭日における荷役

基本料金の６割増

基本料金の１０割増

－２４－



３． 割引料金

　

大口数量割引料金は、 次のとおりとします。

　

委託者からの１荷役の引受において、 同一貨物の量が１，０００トン以 上の場

合は、 当該貨物全量について当該貨物の基本料金を乗じて得た金額から５％

を割引ます。

４‐ 分担金等

（１） 総トン数１，０００トン未満５００トン以上の小型船内

　　

←÷→上屋・野積場内又は、 上屋ｏ野積場前

区

　　　　　

分 金

　　　　　　　　　

額

（１） 港湾福利分担金

蛇） 労 働 安 定 基 金

各貨物 （一律） １トンにつき

　

８円

各貨物 （一律） １トンにつき

　

７円

（２） 総トン数５００トン未満の小型船内

　　

←÷→上屋・

　

野積場内又は、 上屋・野積場前

区

　　　　　

分 金

　　　　　　　　　

額

（１） 港湾福利分担金

燃） 労 働 安 定 基 金

各貨物 （一律） １トンにつき

　

４円

各貨物 （一律） １トンにつき

　

３円５０銭

５。 消費税の加算

（１） 料金の総額にぶ％を乗じて計算します。

　　

ただし、 免税となる取引には適用しません。

（２） 上記により計算された金額に１円未満の端数が生じたときは１円単位に

　

四捨五入します。

６． 料金の計算方

　

料金の計算方は、 次によります。

　

計算トン数は、 重量、 容積いずれか大なる方と し、 重量は１，０００キログラ

ー２５－



ム、 容積は１．１３３立方米をもって１トンとみなします。

なお、 慣例により重量に一定の係数を乗じて得た数値をもって計算トン数

としている場合には、 その例によります。

ただ し、 コ ンテナは実人ｏ空とも２０フィー ト型は１個当たり３２トン、４０フィー

ト型は１個当たり４８トンをもってそれぞれ計算トン数とします。

　

ま た、 ２０フィ ー ト型未 満のコ ンテナ は、 ２０フィ ー ト型を基準と す る換算 ト

ン数 を もって 計算 ト ン数と し、 ３５フィ ー ト型及 び４５フィ ー ト型等 は４０フィ ー

ト型と同じとします。

７． その他

（１） 本料金を適用する荷役において、「上屋出しコンテナ詰又は、 コ ンテナ

　

出し上屋入れ作業」、「看貫作業」、「仕訳作業」、「はい替作業」 及び 目二屋

　

保管」 が伴う場合のこれら諸作業に係る料金は、 当港において適用される

　

港湾荷役料金 （沿岸荷役料金） のそれぞれの料金を準用します。

（２） 特殊貨物 （特大品、 変質・発熱・塵竣・悪臭・汚損の甚だしい貨物、 海

　

難貨物等）、 雨天・雪天時荷役及び特殊荷役 （海難船ｏ特殊船の荷役、 荒

　

天時荷役、 荷印その他仕訳を伴う荷役、 見本採取等を伴う荷役、 沿岸荷役

　

における長距離移送等） の場合は、 基本料金のほかに、 委託者と協議の上

　

決定した金額を申し受けます。

（３） 委託者の要求により、 特別の荷役機械、 資材等を使用した場合には、 委

　

託者と協議の上、 別途実費を申し受けます。

（４） 本料金表に記載のない事項については、 法令に反しない範囲内において

　

当事者間の取極め又は、 慣習によります。

－２６－



サ

　　

イ

　　

ロ

　　

港

　　

湾

　　

荷

　　

役

　　

料

　　

金

　　

表

１．

　

料

　

金

　

の

　

種

　

類

　

及

　

び

　

額

１。

　

基

　　　

本

　　　

料

　　　

金

（メ イ ズ ・ マ イ ロ ・ 大 豆 ・ 大 麦）

（１トンにつき

　

単位円）

作

　　　

業

　　　

の

　　　

種

　　　

類 金

　　　

額

吸
場

　

一

　

貫
作
業

外航船に係る作業 １， ０

　

８

　

５

５ ００総トン以上の内航船に係る作業 １， ０

　

６

　

２

はしけ又は５ ００総トン未満の内航船に係る作業 ９

　

７

　

３

吸よ作
揚る業

機積
に替

５ ００総トン以上の内航船に係る作業 ４

　

２

　

４

はしけ又は５ ００総トン未満の内航船に係る作業 ４

　

１ １

積

　　　　　

込

　　　　　

作

　　　　　

業 ４

　

３

　

４

（注｝

　

小麦については、 本料金の８５パーセ ントを基本料金とします。



５． 消費税及び地方消費税による料金の加算

免税となる取引には適用しません。

６，

　

料

　

金

　

の

　

計

　

算

　

方

料金の計算方は、 次によります。

（１） 計算 トン数は、 重量によるも のとします。

（２） 割増料金が重複する場合には、 基本料金にそれぞれの割増率を乗じて各割増金を算出し、 これらの金額を合算します。

｛３｝

　

消費税及び地方消費税による料金の加算については

（ィ） 料金の総額に５％を乗じて計算します。，

（ロ） 上記により計算された金額に１円未満の端数が生じたときは１円単位に四捨五入します。

７。 そ

　　

の

　　

他

（１１

　

特殊貨物 （変質． 発熱． 塵挨。 悪臭． 汚損の甚だしい貨物， 海難貨物等） 及び特殊荷役 （特殊船の荷役．荒天時荷役）

　

の場合は、 基本料金のほかに、 委託者と協議の上決定した金額を申し受けます。

（２１

　

本料金表に記載のない事項については、 法令に反しない範囲内において当事者間の取極め又は、 慣習によります。

（３） 本料金表に記載のない貨物については、 その荷姿により類以品として本料金表を適用します。



（２）

　

日曜日。 祝祭日作業割増

日曜日。 祝日及び祭日における作業について、 所定の日曜日． 祝祭日作業割増を適用 します。

（３） 雨天。 雪天作業割増

委託者の要求により雨天。 雪天時において作業を行った場合に、 所定の雨天。 雪天作業割増を適用します。

４。 諸

　　

料

　　

金

諸料金の適用方は、 次のとおりとします。

待機等料金

【日

　

本料金は、 待機が生じた場合、 作業手配の取消があった場合又は半端作業等が生じた場合に適用します。

ただし、 それらの場合が港運事業者の責に帰さないものであるときに限ります。

（２｝

　

待機が生じた場合における本料金は、 昼間作業にあっては８時３０分から１６時３０分までの間、 半夜作業にあっては

１６時３０分から２ １時３０分までの間の待機について適用します。

（３） 作業手配の取消があった場合における本料金は、 次のとおりとします。

（ィ） 昼間作業の手配申し受け最終時刻 （前日の１５時） 以後２時間以上を経過してからの取消については、 昼間の料金の

？時間分とします。

（口）

　

半夜作業の手配申し受け最終時刻 （当日の１５時） 以後の取消について、 半夜の料金の４．５ 時間分とします。

（４） 半端作業等が生じた場合における本料金は、 半端料金等の請求金額が、 昼間作業にあっては昼間の料金の７時間分、 半

　

夜作業にあっては半夜の料金の４寺 時間分に満たないとき、 その請求金額を含めて、 それぞれ昼間の料金の？時間分、

　

半夜の料金の４．５ 時間分とします。



１。

　

料

　

金

　

の

　

適

　

用

　

方

１．

　

適

　

用

　

範

　

囲

このサイ ロ港湾荷役料金は、 メーイ ズ。 マイ ロ． 大豆。 大麦又は小麦について岸壁に設置された吸場機 （ゴーマテフクァンローデ「

Ｓ．Ｋ．Ｔチェーンコメァ 等） を使用して船内荷役及び沿岸荷役の双方又はいずれか一方を行う場合に適用します。

２．

　

作

　

業

　

範

　

囲

サイ ロ港湾荷役料金が適用される作業範囲は、 次のとおりとします。

餌

　

吸揚一貫作業

本船内又は、 はしけ内より吸揚機により貨物を吸揚げ、 計量の上、 直接搬入用自動運搬機によりサイロビンに投入するまで

の作業とします。

なお、 この場合、 機械下船内作業を含むものとします。

（２｝

　

吸場機による積替作業

本船内より貨物を吸揚げ、 横持搬送することなく直接内航船又は、 はしけに積込むまでの作業とします。

なお、 この場合、 機械下船内作業を含むものとします。

（３｝

　

積

　

込

　

作

　

業

サイロビン内の貨物を搬出用自動運搬機により内航船又は、 はしけに積込むまでの作業とします。

３．

　

割

　

増

　

料

　

金

割増料金の適用方は、 次のとおりとします。

餌

　

半

　

夜

　

作

　

業

　

割

　

増

１６時３０分より２１時３０分までの間における作業について、 所定の半夜作業割増を適用します。



２。

　

割

　　　

増

　　　

料

　　　

金

種

　　　　　　　　

別 割

　　　

増

　　　

率

半

　　

夜

　　

作

　　

業 １６時３０分から２１時３０分

までの間における作業
吸場一貫作業及び積込作業 基本料金の２。 ５割増

吸揚機による積込作業 基本料金の６割増

日曜日。 祝祭日作業 日曜日。 祝祭日における作業 吸揚一貫作業．吸場機による
積替作業及び積込作業

基本料金の６割増

雨 天 ・ 雪 夫 作 業 雨天・雪天時における作業 基本料金の１割増

３。

　

諸

　　　　　

料

　　　　　

金

（１１

　

待

　

機

　

料

　

金

（１人１時間につき

　

単位円）

昼

　　　　

夜

　　　　

区

　　　　

分 金

　　　　

額

　

昼

　　　　　　　　　　

間

（８時３０分から１６時３０分まで） ２， ９

　

７

　

６

　

半

　　　　　　　　　　

夜

（１６時３０分から２１時３０分まで） ４， ６

　

２

　

９

４。

　

分

　　　　　

担

　　　　　

金

区

　　　　　　　

分 金

　　　　　　　　　　　　　　　

額

（１）港湾福利分担金 各 貨 物 （一 律） １ ト ンに つ き

　　　　

４円

《２１労働安定基金 各 貨 物 （一 律） １ ト ンに つ き

　　　　

３ 円 ５０銭

５◎

　

消費税及び地方消費税による料金の加算

料金の総額の５％



港湾運送事業運賃・料金届出書

平成２６年２月 ′夕日

中

　

国

　

運

　

輸

　

局

　

長

　

殿

住

　　　　

所

　

岡山県倉敷市児島塩生２７６′７基地の２４

氏名又は名称， 瀬戸埠頭株式′会社

代表者氏名販獅 ｄ 炎 糠 濁窮さ

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

＼＼

　

－
ー

　　

，

　　　　
＼ にＬきり／

　

下記により港湾運送事業の運賃及び料金を変更したいので、港湾運送事業法第９条第１項

及び同法施行規則第８条の規定により届出いたします。

記

１． 港湾運送事業の種類：

　

区一般港湾運送事業、 □港湾荷役事業、 □はしけ運送事業、 □いかだ運送事業

２． 港湾名：水

　

島

　

港

３． 変更しようとする運賃及び料金の額及び適用方：
港湾運送事業法第９条第１項及び同法施行規則第８条の規定により届出した全ての運賃

及び料金の 「消費税及び地方消費税の加算」 に係る事項を以下のとおり変更する。

消費税及び地方消費税の加算

　

（１） 料金の総額に消費税法等に基づく税率を乗じて計算します。

　　　

ただし、 免税となる取引には適用しません。
（２）上記により計算された金額に１円未満の端数が生じたときは１円単位に四捨五入

４． 変更を必要とする理由：消費税率及び地方消費税率の改定のため

　　　　　　

文 、

　　　　　　　　　　　　　　　　　　

水島海事事務所
５． 運賃及び料金の予定実施期日：平成２６ 年 ４月 １ 日

　　　　　　　　　　　

２６ 之

　

７９


